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   制 定 要 旨 

 

選挙長、投票所の投票管理者等の報酬の額を改定するため、この条例を制定

するものである。 

 

議案第  号 

 

川崎市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市市税条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和元年 ６ 月１０日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市市税条例等の一部を改正する条例 

（川崎市市税条例の一部改正） 

第１条 川崎市市税条例（昭和２５年川崎市条例第２６号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則第８項第５号中「附則第１５条第１８項本文」を「附則第１５条第１

９項本文」に改め、同項第６号中「附則第１５条第１８項ただし書」を「附

則第１５条第１９項ただし書」に改め、同項第７号中「附則第１５条第２８

項」を「附則第１５条第２９項」に改め、同項第８号中「附則第１５条第２

９項第１号」を「附則第１５条第３０項第１号」に改め、同項第９号中「附

則第１５条第２９項第２号」を「附則第１５条第３０項第２号」に改め、同

項第１０号中「附則第１５条第２９項第３号」を「附則第１５条第３０項第

３号」に改め、同項第１１号中「附則第１５条第３０項第１号」を「附則第

１５条第３１項第１号」に改め、同項第１２号中「附則第１５条第３０項第

２号」を「附則第１５条第３１項第２号」に改め、同項第１３号中「附則第

１５条第３２項第１号」を「附則第１５条第３３項第１号」に改め、同項第

１４号中「附則第１５条第３２項第２号」を「附則第１５条第３３項第２号」

議案第７７号



 

に改め、同項第１５号中「附則第１５条第３２項第３号」を「附則第１５条

第３３項第３号」に改め、同項第１６号中「附則第１５条第３７項」を「附

則第１５条第３８項」に改め、同項第１７号中「附則第１５条第３９項」を

「附則第１５条第４０項」に改め、同項第１８号中「附則第１５条第４３項」

を「附則第１５条第４４項」に改め、同項第１９号中「附則第１５条第４４

項」を「附則第１５条第４５項」に改め、同項第２０号中「附則第１５条第

４６項」を「附則第１５条第４７項」に改める。 

附則第２３項中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。 

 附則第２５項を削り、附則第２６項の見出し中「平成３１年度分」を「令

和元年度分」に改め、同項中「附則第３０条第６項から第８項まで」を「附

則第３０条第２項から第４項まで」に、「平成３１年度分」を「令和元年度

分」に改め、同項第１号中「附則第３０条第６項第１号」を「附則第３０条

第２項第１号」に、「前項第１号」を「次」に改め、同号に次の表を加える。 

第６４条第１項第２号

ア （イ ） 
３，９００円 １，０００円 

第６４条第１項第２号

ア （ウ ） 
６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

 附則第２６項第２号中「附則第３０条第７項第１号」を「附則第３０条第

３項第１号」に改め、「軽自動車」の次に「（ガソリンを内燃機関の燃料と

して用いるものに限る。次号において同じ。）」を加え、「前項第２号」を

「次」に改め、同号に次の表を加える。 

第６４条第１項第２号

ア （イ ） 
３，９００円 ２，０００円 



 

第６４条第１項第２号

ア （ウ ） 
６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

 附則第２６項第３号中「附則第３０条第８項第１号」を「附則第３０条第

４項第１号」に、「前項第３号」を「次」に改め、同号に次の表を加え、同

項を附則第２５項とする。 

第６４条第１項第２号

ア （イ ） 
３，９００円 ３，０００円 

第６４条第１項第２号

ア （ウ ） 
６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

 附則第２７項中「附則第２５項第１号から第３号まで及び」を削り、同項

を附則第２６項とし、附則第２８項を附則第２７項とし、附則第２９項を附

則第２８項とする。 

第２条 川崎市市税条例の一部を次のように改正する。 

 附則第３０項を附則第３３項とし、附則第２１項から附則第２９項までを

３項ずつ繰り下げる。 

 附則第２０項中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、同項

を附則第２３項とする。 

附則第１９項に次の１号を加え、同項を附則第２２項とする。 

⑶ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第６３条の

３第２号及び前号の規定の適用については、当該軽自動車の取得が令和

 

に改め、同項第１５号中「附則第１５条第３２項第３号」を「附則第１５条

第３３項第３号」に改め、同項第１６号中「附則第１５条第３７項」を「附

則第１５条第３８項」に改め、同項第１７号中「附則第１５条第３９項」を

「附則第１５条第４０項」に改め、同項第１８号中「附則第１５条第４３項」

を「附則第１５条第４４項」に改め、同項第１９号中「附則第１５条第４４

項」を「附則第１５条第４５項」に改め、同項第２０号中「附則第１５条第

４６項」を「附則第１５条第４７項」に改める。 

附則第２３項中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。 

 附則第２５項を削り、附則第２６項の見出し中「平成３１年度分」を「令

和元年度分」に改め、同項中「附則第３０条第６項から第８項まで」を「附

則第３０条第２項から第４項まで」に、「平成３１年度分」を「令和元年度

分」に改め、同項第１号中「附則第３０条第６項第１号」を「附則第３０条

第２項第１号」に、「前項第１号」を「次」に改め、同号に次の表を加える。 

第６４条第１項第２号

ア （イ ） 
３，９００円 １，０００円 

第６４条第１項第２号

ア （ウ ） 
６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

 附則第２６項第２号中「附則第３０条第７項第１号」を「附則第３０条第

３項第１号」に改め、「軽自動車」の次に「（ガソリンを内燃機関の燃料と

して用いるものに限る。次号において同じ。）」を加え、「前項第２号」を

「次」に改め、同号に次の表を加える。 

第６４条第１項第２号

ア （イ ） 
３，９００円 ２，０００円 



 

元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間に行われたときに限り、

これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「１００分の１」とする。 

附則第１８項を附則第２１項とし、附則第１５項から附則第１７項までを

３項ずつ繰り下げる。 

附則第１４項の次に次の３項を加える。 

１５ 神奈川県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境

性能割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同

条第２項において準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しく

は第２項（これらの規定を同条第４項において準用する場合を含む。）の

適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大

臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 

１６ 神奈川県知事は、当分の間、附則第１４項の規定により賦課徴収を行

う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があ

ることを法第４５４条第１項の納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた

原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当

該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽

りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたこと

を事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したこと

によるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不

足額に係る３輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規定によ

りその例によることとされた法第１６１条第１項に規定する申告書を提出

すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性



 

能割に関する規定を適用する。 

１７ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性

能割の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 

附則に次の４項を加える。 

(令和２年度分及び令和３年度分の軽自動車税の種別割の税率の特例） 

３４ 法附則第３０条第２項から第４項までに規定する３輪以上の軽自動車

に対する第６４条第１項第２号の規定の適用については、当該軽自動車が

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初めて道路運送車

両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた場合には令

和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和２年４月１

日から令和３年３月３１日までの間に初めて同項後段の規定による車両番

号の指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

のとおりとする。 

⑴ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第６４条第１項第２号

ア （イ ） 
３，９００円 １，０００円 

第６４条第１項第２号

ア （ウ ） 
６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

⑵ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項

第３号に規定するガソリン軽自動車（次号において「ガソリン軽自動車」

 

元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間に行われたときに限り、

これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「１００分の１」とする。 

附則第１８項を附則第２１項とし、附則第１５項から附則第１７項までを

３項ずつ繰り下げる。 

附則第１４項の次に次の３項を加える。 

１５ 神奈川県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境

性能割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同

条第２項において準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しく

は第２項（これらの規定を同条第４項において準用する場合を含む。）の

適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大

臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 

１６ 神奈川県知事は、当分の間、附則第１４項の規定により賦課徴収を行

う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があ

ることを法第４５４条第１項の納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた

原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当

該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽

りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたこと

を事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したこと

によるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不

足額に係る３輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規定によ

りその例によることとされた法第１６１条第１項に規定する申告書を提出

すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性



 

という。）のうち３輪以上のものについては、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第６４条第１項第２号

ア （イ ） 
３，９００円 ２，０００円 

第６４条第１項第２号

ア （ウ ） 
６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

⑶ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車の

うち３輪以上のもの（前号の規定の適用を受けるものを除く。）につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第６４条第１項第２号

ア （イ ） 
３，９００円 ３，０００円 

第６４条第１項第２号

ア （ウ ） 
６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

３５ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車

が前項第１号から第３号までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に

該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第

３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 



 

３６ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があるこ

とを第６６条の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納

期限）後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交

通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした

者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正

の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として

国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるもので

あるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在におけ

る当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税

の種別割に関する規定（第７０条及び第７１条の規定を除く。）を適用す

る。 

３７ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割

の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した

金額を加算した金額とする。 

第３条 川崎市市税条例の一部を次のように改正する。 

  附則第３７項を附則第３８項とし、附則第３６項を附則第３７項とし、  

附則第３５項中「前項第１号」を「附則第３４項第１号」に改め、「まで」

の次に「及び前項」を加え、同項を附則第３６項とする。 

  附則第３４項の次に次の１項を加える。 

(令和４年度分及び令和５年度分の軽自動車税の種別割の税率の特例） 

３５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

のうち、自家用の乗用のものに対する第６４条第１項第２号の規定の適用

については、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

での間に初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号

の指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該

 

という。）のうち３輪以上のものについては、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第６４条第１項第２号

ア （イ ） 
３，９００円 ２，０００円 

第６４条第１項第２号

ア （ウ ） 
６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

⑶ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車の

うち３輪以上のもの（前号の規定の適用を受けるものを除く。）につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第６４条第１項第２号

ア （イ ） 
３，９００円 ３，０００円 

第６４条第１項第２号

ア （ウ ） 
６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

３５ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車

が前項第１号から第３号までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に

該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第

３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 



 

軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初めて同

項後段の規定による車両番号の指定を受けた場合には令和５年度分の軽自

動車税の種別割に限り、前項第１号の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 （川崎市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 川崎市市税条例の一部を改正する条例（平成２９年川崎市条例第１１

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中川崎市市税条例附則第２９項を附則第３５項とし、附則第２８項

を附則第３４項とする改正規定を削る。 

第２条中川崎市市税条例附則第２７項を改め、同項を附則第３３項とし、

附則第２６項を附則第３２項とし、附則第１５項から附則第２５項までを６

項ずつ繰り下げる改正規定を次のように改める。 

 附則第２５項から附則第２８項までを削り、附則第２４項を附則第３０

項とし、附則第１５項から附則第２３項までを６項ずつ繰り下げる。 

第２条中川崎市市税条例附則第１４項（見出しを含む。）を改め、同項を

附則第２０項とする改正規定を次のように改める。 

   附則第１４項の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同

項中「附則第３０条第１項」を「附則第３０条」に改め、「軽自動車税」

の次に「の種別割」を加え、同項を附則第２０項とする。 

附則第１項、第２項及び第４項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年

１０月１日」に改める。 

附則第５項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度分」

を「令和元年度分」に改める。 

附則第７項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度分」

を「令和元年度分」に改める。 



 

附則第９項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度分」

を「令和元年度分」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条並びに附則第３項及

び第４項の規定は令和元年１０月１日から、第３条及び附則第５項の規定は

令和３年４月１日から施行する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の川崎市市税条例附則第２５項及び第２６項の

規定は、令和元年度分の軽自動車税について適用し、平成３０年度分までの

軽自動車税については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の川崎市市税条例の規定中軽自動車税の環境性

能割に関する部分は、令和元年１０月１日以後に取得された３輪以上の軽自

動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

４ 第２条の規定による改正後の川崎市市税条例の規定中軽自動車税の種別割

に関する部分は、令和２年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適

用する。 

５ 第３条の規定による改正後の川崎市市税条例の規定中軽自動車税の種別割

に関する部分は、令和４年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適

用し、令和３年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例に

よる。 

 

 

軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初めて同

項後段の規定による車両番号の指定を受けた場合には令和５年度分の軽自

動車税の種別割に限り、前項第１号の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 （川崎市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 川崎市市税条例の一部を改正する条例（平成２９年川崎市条例第１１

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中川崎市市税条例附則第２９項を附則第３５項とし、附則第２８項

を附則第３４項とする改正規定を削る。 

第２条中川崎市市税条例附則第２７項を改め、同項を附則第３３項とし、

附則第２６項を附則第３２項とし、附則第１５項から附則第２５項までを６

項ずつ繰り下げる改正規定を次のように改める。 

 附則第２５項から附則第２８項までを削り、附則第２４項を附則第３０

項とし、附則第１５項から附則第２３項までを６項ずつ繰り下げる。 

第２条中川崎市市税条例附則第１４項（見出しを含む。）を改め、同項を

附則第２０項とする改正規定を次のように改める。 

   附則第１４項の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同

項中「附則第３０条第１項」を「附則第３０条」に改め、「軽自動車税」

の次に「の種別割」を加え、同項を附則第２０項とする。 

附則第１項、第２項及び第４項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年

１０月１日」に改める。 

附則第５項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度分」

を「令和元年度分」に改める。 

附則第７項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度分」

を「令和元年度分」に改める。 



 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の環境性能割及び種別割の税率の特

例措置を講ずること等のため、この条例を制定するものである。 


